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小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案）の概要について
１ 小田周辺戦略エリア整備プログラムについて

（２）不燃領域率の実績

・整備プログラムは、密集市街地で
ある小田周辺地区と隣接する公有
地等を含めた小田周辺戦略エリア
にて「南武支線沿線まちづくり方
針」（H30.3策定）に示す将来像
の実現に向け、戦略的取組の10年
間の方針・スケジュールを示すこ
とで、
し、戦略的取組を着実に推進する
に策定

【戦略的取組①建築物の不燃化等の推進】
・「不燃化推進条例」による耐火性能の強化の規制（H29
・老朽建築物の除却補助 263件(H29 R4)
・耐火性能を強化する建築物への建替え補助 55件(H29 R4)

【戦略的取組②道路機能の強化等】
・地区主要道路や都市計画道路について地域課題を踏まえた整備

手法等を検討
・狭あい道路のうち拡幅補助の対象路線において、169宅地中

125宅地がセットバック（R5.10時点）
【戦略的取組③公園・空地の確保】

・防災空地整備 ４箇所（H29 R4）
【戦略的取組④公共空間の有効活用】

・ や事業者へのヒアリング実施
・多世代の憩いや交流促進に向けた南部防災センター等の利活用

の可能性や方向性等について検討
【戦略的取組⑤駅へのアクセスの改善】

・小田栄駅前駐輪場及び接続道路（幅員4m）を整備
【戦略的取組⑥協働による地区まちづくり】

・小田地区防災まちづくり懇談会の実施 72回（H31 R5）
・地区まちづくり構想等のまちのルールの検討

○地区全体：R4時点で47.4%

○各町丁目：策定時40%未満で
あった小田3丁目、
小田5丁目、小田
6丁目が現在も
40%未満（３）見直しの目的

・これまでの取組状況等の検証を踏まえて課題を整理し、後期にお
ける取組の具体的な内容やスケジュール等を明確化

（２）不燃領域率※に関する目標値

・不燃化推進条例の規制と補助制度により建築物が更新され
ることが不燃領域率の改善の主な要因

整備プログラム策定時
（H30.1）

目標値
（R10）

小田周辺地区全体の不燃領域率 43.2％ 53.2％以上

※不燃領域率とは、密集市街地における延焼のしにくさを示す指標

南武支線沿線まちづくり方針に定める戦略的取組の概要
【戦略的取組① 建築物の不燃化等の推進】

・不燃化推進条例と「老朽建築物の除却」や「耐火性能に優れた建築物への建
替え等」に対する補助制度の実施等

【戦略的取組② 道路機能の強化】
・地区主要道路の道路幅員6mへの一部拡幅
・都市計画道路（富士見鶴見駅線）の将来的な整備実現に向けた空間確保
・狭あい道路のうち補助対象路線への補助制度の活用による道路拡幅促進

【戦略的取組③ 公園・空地の確保】
・民有地を期間限定で公共的に有効活用する「防災空地の創出」等

【戦略的取組④ 公共空間の有効活用】
・低未利用な状況にある南部防災センターの有効活用等

【戦略的取組⑤ 駅へのアクセスの改善】
・駐輪場整備などによる駅へのアクセスの改善等

【戦略的取組⑥ 協働による地区まちづくり】
・地域住民との協働によるまちづくりの推進による地域防災力の向上等

２ これまでの主な取組実績
（１）戦略的取組等の実績

小田栄駅

川崎新町駅

小田公園
浜川崎駅

不燃化重点対策地区
小田周辺戦略エリア

ことを目的として平成31年1月に策定

（１）整備プログラムの概要

・令和10年度までの早期に各町丁目の不燃領域率を基礎的安全性の
水準となる40%以上、地区全体の不燃領域率を53.2%以上に設定

対象区域

資料１
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小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案）の概要について

３ 見直しに向けた現状と課題
（１）建築物の更新や空地の確保による不燃化
〇現状

・小田3、5、6丁目が不燃領域率40%未満であり、小田周辺
地区全体の不燃領域率も43.2%から47.4%に改善したものの、
令和10年度の目標値の早期達成には至っていない

・現在の補助事業は令和7年度までの時限措置として実施
・防災空地を4箇所整備

〇課題
・目標値達成に向け、引き続き不燃化の促進が必要
・これまでの補助事業の成果を検証し、より効果的な補助事

業への見直しが必要
・防災空地は災害時の延焼抑制に加え防災面等から様々な効

果が見込まれることから、引き続きの整備が必要

（３）住環境の改善
〇現状

・敷地の分割や、狭あい道路やせまい通路沿いのワンルームマ
ンション建設による再密集化の進行

〇課題
・地域において、敷地分割等による再密集化等に伴う防災上の

課題や住環境の悪化について懸念が高まっており、地域特有
の課題として

（２）道路機能の強化等
〇現状

・災害時に重要性が高いと考えられる地区主要道路は、一部の
区間で6m以上の幅員を有していない

・小田栄駅前交差点（小田踏切）は交通が集中し、五差路の交
差点と踏切が重なる形状であり、交通の錯綜が発生

・狭あい道路は建築物の更新に併せ、徐々にセットバック
〇課題

・地区主要道路を中心に道路幅員6mへの一部拡幅整備やネッ
トワーク化が必要

・小田栄駅前交差点（小田踏切）は、災害時には地区外へのボ
トルネックになるおそれもあることから、平時の安全性等の
向上と併せて対策が必要

・拡幅補助対象路線への継続的な補助事業が必要

＜敷地の分割＞
・大きな敷地が売りに出される

と、狭小な敷地に分割され、
再密集化している

売地

大きな敷地 分割された建売住宅

＜ワンルームマンション＞
・狭い道路や通路の先に多くの人が住んでおり、災害

時の避難に課題がある
・不適切なゴミ出しや、道路へのはみ出し駐輪

（４）公共空間の有効活用
〇現状

・南部防災センターの周辺に高経年化した公共施設が集積
・近接する南渡田地区では、新たな産業拠点の形成に向けて、

大規模な土地利用転換等が進められる予定
〇課題

・施設の解体や更新の機会を捉えて、効果的に活用していくこ
とが必要

・地域の活性化等に向けて、集積している公共施設等を地域の
貴重な資源として、より有効に活用することが必要

消防小田公舎 南部防災センター

防災まちづくり懇談会での主な意見

小田栄駅前交差点（小田踏切）現況

小田
踏切

バス停

自動車の流れ
小田栄駅前交差点（小田踏切）の様子

写真方向
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小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案）の概要について

終了に

４ 整備プログラムの見直しの方向性

【凡例】

都市計画道路
都市計画道路富士見鶴見駅線
地区防災道路（６ｍ以上）
地区防災道路（６ｍ未満）

公園
公園（広域避難場所）
避難所
小田周辺戦略エリア

※地区防災道路網
災害時に有効に機能するとされる道路ネットワークモデルを参考に、

「道路機能の強化」の考え方や道路配置等の地区の実状を踏まえ、概
ね1km間隔に広幅員道路、概ね250m間隔に6m幅員道路が配置され
るよう選定

・建築物の不燃化の補助制度については、より効果的な制度となる
よう見直しを図ったうえで、目標値達成に向けた支援を継続

・併せて防災に資する空地の確保に向けた取組を推進

（１）建築物の不燃化支援等の継続

・特に防災上重要な道路を「地区防災道路」として選定し、都市計
画道路と合わせて「地区防災道路網」として位置付け、災害時に
有効に機能する道路ネットワークの形成を推進

・都市計画道路は、小田栄駅前交差点の災害時の円滑な避難の確保
や、平時の安全性の向上に向けて、早期効果発現を目指し取組を
推進

（２）道路機能の強化のための「地区防災道路網※」の形成

（３）協働のまちづくりの推進による防災性の向上及び住環境の
改善

・防災上の地域特有の課題に対応するため、地区計画や地区まちづ
くり構想によるまちのルールを活用し、防災性の向上と住環境の
改善に向けた取組を推進

・ な観点から、利活用における視点や利活用の進
め方、方向性等を定めた「６ 南部防災センター敷地等利活用方
針」に基づき取組を推進

（４）地域の活性化等に向けた公共空間の有効活用の推進

理想的な道路ネットワーク
のモデルの例（出典：国土
技術政策総合研究所資料）

1
k
m 5

0
0

m

100～125m

250m

幅員
16m程度

8～12m

6m

4m

◇目標値達成に向け、建築物の不燃化の推進については支援を継
続するとともに、後期の取組では、道路等の基盤整備による防
災性の向上やまちづくりのルール・規制づくりによる住環境の
向上、地域の活性化等に向けた公共施設の有効活用の推進を図
る

◇不燃領域率の目標値の早期達成を目指し、引き続き取組を推進
する

0 100 250       500 (m)

地区防災道路網
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小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案）の概要について

【戦略的取組①建築物の不燃化等の推進】
・補助制度はより効果的な支援策となるよう見直しを図り、新たな

補助制度を検討・実施

５ 今後の取組

■見直しの方向性 ■戦略的取組

(1)建築物の不燃化等の支援の継続

(2)道路機能の強化のための「地区防災

道路網」の形成

①建築物の不燃化等の推進

④公共空間の有効活用

(4)地域の活性化等に向けた公共空間の

有効活用の推進

(3)協働のまちづくりの推進による防災

性の向上及び住環境の改善

②道路機能の強化

③公園・空地の確保

⑤駅へのアクセスの改善

⑥協働による地区まちづ

くり

・整備プログラムの見直しの方向性を踏まえ、戦略的取組を推進
【戦略的取組②道路機能の強化】
〇地区防災道路網の形成

・災害時の通行機能の確保のため、地区計画をはじめとした効
率的・効果的な整備手法及び整備形態について検討

・地区防災道路の沿道の拡幅にかかる建替え支援制度の検討を
実施

〇都市計画道路の一部暫定整備
・富士見鶴見駅線の一部暫定整備により、小田栄駅前交差点及

びバス停の改良に着手
・富士見鶴見駅線のその他の区間については、空間確保等に向

け、引き続き効率的、効果的な整備手法及び整備形態等につ
いて検討

〇地区内生活道路の改善
・現行の狭あい道路の補助制度を見直し、新たな拡幅促進策を

検討・実施

R6 R7
補助制度の継続
補助制度の見直し

R8 R10
見直し後の補助制度実施
取組の検証(R10)

R11 
次期プログラムに基づく
取組の推進

老朽建築物
除却補助

耐火性能
強化補助

対象建築物 老朽建築物 対象建築物 主に2階建て以下
現在の主な補助事業

〇地区内生活道路の改善
・拡幅補助対象路線の拡幅

促進

〇都市計画道路の一部暫定整備
（小田栄駅前交差点）
・一部暫定整備による交差点改良

〇地区防災道路網の形成
・拡幅手法及び沿道建替え

支援制度の検討

〇都市計画道路 富士見鶴見駅線
（その他の区間）
・空間確保の検討

補助制度の取組スケジュール

道路機能の強化の取組

・不燃領域率の目標値達成
令和10年度の到達状況

・地区防災道路の通行機能確保の
ための促進事業着手

・小田栄駅前交差点改良事業着手

令和10年度の到達状況

・不燃領域率40%未達町丁目（小田3、5、6丁目）は、不燃化に係る
普及啓発の重点化等を実施

見直しの方向性と戦略的取組の関係
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小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案）の概要について
【戦略的取組⑤駅へのアクセスの改善】

・小田栄駅前交差点の改良に着手
（再掲）

・交差点改良を契機とした段階的な
駅アクセスの改善に向けて、整備
形態や事業手法の検討

【戦略的取組③公園・空地の確保】

小田栄駅

川崎新町駅

小田公園

浜川崎駅

不燃化重点対策地区
小田周辺戦略エリア

・防災空地の取組により得られた知見や課題等を踏まえ、より防
災性の向上に寄与する空地の確保に向けた手法や活用方策等に
ついて検討

【戦略的取組④公共空間の有効活用】
・南部防災センター及び消防小田公舎の敷地を先行地区とし、施設

の解体に伴う防災上の役割や機能の適切な分担等について検討
・先行地区の利活用について、令和8年度に利活用計画を策定
・

南部防災
センター

【戦略的取組⑥協働による地区まちづくり】
・協議会の地区まちづくり組織及び地区まちづくり構想の認定に

向けた支援を実施

小田１丁目
町内会 小田３丁目

町内会

小田栄
町内会

小田中央
町内会

小田４丁目
町内会

京町３丁目
町内会 浅田１・２丁目

町内会

小田五六町内会

浅田３・４丁目
町内会

町丁目界
町内会界

【凡例】

まちのルール検討範囲

不燃化重点対策地区
（小田周辺地区）

小田住宅
自治会

・認定後、小田地区の「地区まちづ
くり構想」の地区まちづくり基準
として定めたまちのルールを運用
し、住環境の改善を推進

・再密集化の課題への対応となる一
部のルールについては、地区計画
の手続きを進め、防災性の向上と
住環境の改善を推進

先行地区

整備前

整備後

平時においても、
防災イベントや
防災教育、地域
交流の場として
活用

・防災空地の整備を推進

５ 今後の取組

先行地区
南部防災センター位置図

地区まちづくり構想の対象区域

地区まちづくり構想の概要

・防災空地整備（8箇所以上）

・先行地区事業着手
・地区まち構想の認定
・地区計画の策定

・小田栄駅前交差点改良着手

令和10年度の到達状況
令和10年度の到達状況

令和10年度の到達状況

令和10年度の到達状況

イベントでの活用

小田栄駅へのアクセス路
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小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案）の概要について

凡例 施設名 敷地面積 築年数※１ 災害時における役割※２

南部防災センター 5,486㎡ 43年 避難所、緊急避難場所、応急給水拠点
津波避難施設、備蓄施設

消防小田公舎 4,126㎡ 42年 居住する職員は休日、夜間において、消防指
揮本部を開設する場合の初動対応要員に指定

多目的広場
（管理棟） 約17,700㎡ 31年 ―

小田7丁目公園 7,259㎡ ― ―
消防小田出張所 1,578㎡ 40年 災害活動拠点（管轄区域及び応援区域含む）
市営小田住宅 5,757㎡ 43年 ―
東小田保育園 1,299㎡ 51年 避難所補完施設
東小田公園 2,714㎡ ― ―
東小田小学校 12,135㎡ 43年 避難所、緊急避難場所、応急給水拠点等
総敷地面積 約58,000㎡

検討対象施設一覧 ※１ 令和４年度末時点
※２ 地域防災計画に位置づけられている役割を中心に記載

東小田小学校
東小田公園

市営小田住宅
消防小田公舎

東小田保育園

南部防災センター
多目的広場

小田7丁目公園

消防小田出張所

（３）利活用にあたっての主な課題と可能性
（１）目的

南部防災センター周辺に集積する公共施設等について、各施設の状
況や小田周辺地区での密集市街地の改善に向けた取組状況、地域を取
り巻く環境の変化等を踏まえ、地域の課題解決や持続的な発展に向け
て効果的な利活用を進めるため、今後の取組の方向性等を定めるもの

（２）利活用の検討対象施設の現状等
○検討対象施設

・右の位置図に示す９施設
○検討対象施設の現状

・検討対象施設の多くは、建築から４０年
以上経過し、継続して使用する場合には、
施設機能の低下や修繕費用の増大など、
老朽化に伴う問題が懸念

・このうち、南部防災センター、消防小田
公舎については、施設を解体する方向性
として、現在有する機能は他施設での代
替等を予定

※南部防災センターについては、整備プログラム
の見直しと合わせて策定される「南部防災セン
ターの在り方」に基づき、代替等の対応を実施 検討対象施設位置図

○既存施設の状況等を踏まえた円滑かつ効果的な利活用
・南部防災センター、消防小田公舎については、既存施設の解体

等に合わせて速やかに有効活用を図っていくことが必要
・その他の施設については、更新時期等を捉えて、資産保有の最

適化等を図りつつ、効果的に利活用を進めていくことが必要
・施設解体等に伴い地域の防災機能に空白や低下が生じないよう、

現有する機能を周辺の公共施設で代替するなどの対応が必要
○地域特性を踏まえた効果的な利活用

・密集市街地の改善促進に向けた住替え先の確保等については 、
今後の道路等の基盤整備事業の進展に応じた検討が必要

・地域の活性化に向けては、大規模な土地利用転換が予定されて
いる臨海部に隣接するポテンシャルを活かし、多様な人々が暮
らしやすく働きやすいまちづくりを進めていくことが必要

○立地状況等を 導入
・現状では鉄道や幹線道路で人の流れが分断されている立地であ

ること等から、 、事業者の参画可
能性等を的確に把握しながら、検討を進めていくことが必要

○将来に向けた利活用の可能性
・ の年齢構成等が大きく異なる地区同士が相互に

補完し合い、持続的に発展していく上で、 ３つの地区の中心に
位置する地域資源として重要な役割を担うことが可能

６ 南部防災センター敷地等利活用方針

南渡田地区

検討対象施設
立地エリア

北地区北側

小田栄2丁目地区

小田周辺地区

・工場の地区外移転等に伴う再開発によ
り、大規模なマンションや商業施設
等が立地

・子育て世帯が多く居住

・新産業拠点の形成に向け、段階的な
整備を予定

・北地区北側（研究開発総合エリア）
では、令和９年度一部供用開始予定

・老朽化した木造家屋が密集
・大正末期の臨海部への工場進出とともに人口が増加
・令和２年の地区内の人口はピーク時の昭和４０年頃

と比べ2/3に減少
・多様な年齢層が居住しているものの、高齢化が進行

周辺の地区の現状や動向等
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小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案）の概要について

憩い・交流機能 生活利便機能

地域連携機能

臨海部で働く人材など、新たな
活力を地区外から呼び込むため
の施設等
(例) 研究者等の居住・滞在施設、

コワーキングスペース等

(例) 店舗、医療施設、
子育て支援施設等

(例) カフェ、スポーツ施設、
広場、緑地等

先行地区

平時の機能と両立する“フェーズフリー”な
防災機能の導入についても、今後のサウン
ディング調査の結果等を踏まえ検討

先行地区の導入機能のイメージ

短 期

③ 集積する高経年化した
公共施設の

資産マネジメントの推進

② 臨海部に隣接する
ポテンシャルを活かした

地域の活性化
① 密集市街地における

安全・安心なまちづくり

（４）利活用に向けた取組の方向性
○利活用検討における視点

○利活用の進め方と方向性
・既存施設の解体や更新等に合わせた円滑かつ効果的な活用や、密集市街地

改善に向けた取組や南渡田地区での新たなまちづくりの進展に応じた有効
活用を図るため、段階的に利活用

中 期

①周辺施設との防災上の役割の適切
な分担等による防災機能の確保

②憩い・交流の場の充実、利便性向
上、臨海部のまちづくりとの連携
等による地域の活性化の促進

③民間活用による公有財産の有効活
用の推進

・南部防災センター、消防小田公舎
を先行地区として、解体等に合わ
せて利活用

・中長期の周辺公共施設等の利活用
も視野に入れ、新たな機能を導入

①道路事業の進展に応じた住替え先
確保等による密集改善の促進

②先行地区とゆるやかにつながる空
間の創出等によるまちの魅力や回
遊性の向上

③施設の再配置や一体利用推進等に
よる資産保有の最適化

・施設更新等の機会を捉え、資産マネ
ジメントの取組と連携して有効活用

・まちづくりの進展や先行地区の取組
効果を踏まえ、必要な機能を導入

先行地区
対象区域全体

※ 導入機能のイメージを示しており、具体的な機能の選定や施設、
ゾーニング等は今後検討していく

６ 南部防災センター敷地等利活用方針

（
進
め
方
）

（
方
向
性
）
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小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案）の概要について

小田小学校

田島中学校 東小田小学校

南部防災センター

多目的広場

浅田小学校

小田公園

小田栄駅

７ スケジュール等
（１）スケジュール （２）取組イメージ

【②道路機能の強化】

・拡幅補助対象路線の

拡幅促進

【②道路機能の強化】

・地区防災道路網の形成

【②道路機能の強化】

・小田栄駅前交差点改良

【⑤駅へのアクセスの改善】

・交差点改良を契機とし

た段階的な整備の検討

小田周辺戦略エリア全体として

【①建築物の不燃化等促進】

【③公園・空地の確保】

【⑥協働による地区まちづくりの取組】

【④公共空間の有効活用】

・先行地区の利活用等に

向けた取組推進

老朽建築物の除却、耐火性能強化の促進【補助事業】

共同化建替え等の促進【補助事業】

補助事業の見直し・検討 建築物の不燃化・共同化等の促進【見直し後の補助制度】

取組の検証 建築物の不燃化等の推進

老朽建築物除却補助等を活用した狭あい道路のセットバック促進

地区内生活道路のセットバック促進（拡幅補助対象路線）【補助事業】

補助事業の見直し・検討 　　　　　地区内生活道路等のセットバック促進　　　　　　　　　　　　　

地区防災道路網の通行機能確保手法検討

関係機関調整 手続き 地区防災道路網の通行機能確保推進　

沿道建替え支援制度の検討

都市計画道路

交通結節点改良に向けた検討

都市計画道路一部暫定整備（駅前交差点改良）調査設計

関係機関協議・手続き 都市計画道路一部暫定整備（駅前交差点改良）実施

　空間確保等に向けた整備手法・整備形態の検討

防災空地等の整備

防災空地等見直し  防災空地等の取組推進

 民間活用に向けたサウンディング調査等実施　

先行地区（南部防災センター・消防小田公舎）利活用計画の策定

周辺公共施設の利活用の可能性検討・利活用に向けた取組推進

　　　　先行地区利活用計画に基づく取組推進

交通結節点改良に向けた検討（再掲）

都市計画道路一部暫定整備（駅前交差点改良）調査設計（再掲）

関係機関協議・手続き（再掲）

都市計画道路一部暫定整備（駅前交差点改良）実施（再掲）

交通結節点改良実施

交差点改良を契機とした段階的な整備の検討

地域啓発活動

協議会活動支援

地区まちづくり組織認定

地区まち構想認定

地区まちづくり構想を活用した住環境改善等の推進

地区計画に関する都市計画手続き

地区計画条例手続き

　　　　 地区計画を活用した住環境の改善

⑥協働による
　地区まちづくり

①建築物の不燃化等の推進

②
道
路
機
能
の
強
化

地区内生活道路の改善

地区防災道路網の形成

空間確保等に向けた

取組推進

③公園・空地の確保

④公共空間の有効活用

防災上の役割分
担等の検討

⑤駅へのアクセスの改善

駅アクセスの取組推進

整備項目 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
次期プログラム

（令和11～21年度）
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小田周辺戦略エリア整備プログラムの見直しについて 

―市民の皆様からの意見を募集します― 
 

密集市街地の課題を抱える小田周辺地区において、防災まちづくりをきっかけとして

住環境の改善や地域の活性化を戦略的に推進するための「小田周辺戦略エリア整備プロ

グラム」（平成 31 年 1 月策定）について、策定から概ね 5 年が経過し、これまでの取

組状況に一定の進捗が見られたことから、取組のさらなる推進に向け、プログラムを見

直しますので、市民の皆様からの御意見を募集いたします。 

 

１ 意見募集期間 

 令和５年１１月２８日(火)から令和５年１２月２７日(水)まで  

※郵送は当日消印有効。持参は令和５年１２月２７日(水)の１７時１５分まで。 

 

２ 閲覧資料 

  （１）小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案）の概要について 

 （２）小田周辺戦略エリア整備プログラム見直し（案） 

 

３ 閲覧場所 

川崎市ホームページ、かわさき情報プラザ（川崎市役所本庁舎２階）、公文書館、各区

役所の市政資料コーナー、支所・出張所、図書館（本館・分館）、市民館（本館・分館）、

まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課（明治安田生命川崎ビル８階） 

 

４ 意見提出方法 

（１）郵送 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１ 川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづ

くり推進課 

（２）持参 

川崎市川崎区宮本町６（明治安田生命川崎ビル８階） 

まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 

（３）ＦＡＸ（書式自由） 

０４４－２００－３９６７（まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課） 

（４）電子メール 

インターネットで川崎市ホームページにアクセスし、パブリックコメントの専用ペー

ジから、専用のフオームを使って所定の方法により送信してください。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 問合せ先 

 川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 

電話 ０４４－２００－２７３１  ＦＡＸ ０４４－２００－３９６７    

※１ 意見書の書式は自由ですが、必ず「題名」、「氏名（法人又は団体の場合は、名称

及び代表者の氏名）」 及び「連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス又は

住所）」を明記してください。 

※２ 電話による意見等は受け付けておりませんので御了承ください。 

※３ 御意見に対する個別の対応はいたしませんが、類似の内容を整理又は要約した上

で、本市の考え方を整理した結果をホームページ等で公表します。 
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